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「
番
号
制
度
」
を
主
要
先
進
国
で
導
入
し

て
い
な
い
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
（
た
だ
し
、

給
与
源
泉
徴
収
や
個
人
非
課
税
貯
蓄
な
ど

一
部
の
税
務
で
は
国
民
保
険
番
号
が
利
用

さ
れ
て
い
る
）、
フ
ラ
ン
ス
、
わ
が
国
の

み
と
さ
れ
て
い
る
。

　

基
本
方
針
で
は
、「
番
号
制
度
」
を
行

政
に
よ
る
国
民
の
情
報
の
把
握
だ
け
で
な

く
、
国
民
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
も
位
置
づ
け
て
お
り
、

付
番
、
情
報
連
携
＊ 

、
本
人
確
認
の
３
つ

の
仕
組
み
が
必
要
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
番
号
制
度
」
導
入
に
対
す
る
国
民
の
理

解
を
得
る
た
め
、
従
来
か
ら
議
論
さ
れ
て

き
た
所
得
の
正
確
な
把
握
の
た
め
の
税
分

野
だ
け
で
な
く
、
社
会
保
障
や
年
金
な
ど

給
付
が
関
わ
る
分
野
、
す
な
わ
ち
国
民
が

メ
リ
ッ
ト
を
受
け
る
分
野
に
つ
い
て
も

「
番
号
制
度
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
中
間
整
理
に
お
い
て
は
、
番
号

に
何
を
使
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、

住
民
票
コ
ー
ド
と
一
対
一
対
応
し
た
新
た

な
付
番
を
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

＊
複
数
の
機
関
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
ご
と

に
番
号
や
そ
れ
以
外
の
番
号
を
付
し
て
管
理
し

て
い
る
同
一
人
の
情
報
を
紐
付
け
し
、
紐
付
け

ら
れ
た
情
報
を
相
互
に
活
用
す
る
仕
組
み
と
さ

れ
る
。
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に

関
す
る
実
務
検
討
会
の
も
と
に
設
置
さ
れ
て
い

る
情
報
連
携
基
盤
技
術
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

が
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

制
度
の
導
入
を
進
め
る
」
と
明
記
さ
れ
、

2
0
1
0
年
２
月
に
内
閣
官
房
に
設
置
さ

れ
て
い
る
国
家
戦
略
室
に
社
会
保
障
と
税

の
共
通
番
号
制
度
に
関
す
る
検
討
会
が
設

け
ら
れ
、
議
論
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

2
0
1
0
年
12
月
に
は
「
社
会
保
障
・
税

に
関
わ
る
番
号
制
度
に
関
す
る
実
務
検
討

会
」
が
開
か
れ
、
制
度
導
入
に
向
け
た
中

間
整
理
が
行
わ
れ
た
。

　

今
般
の
基
本
方
針
は
、
こ
の
中
間
整
理

を
基
に
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
番
号
制
度
」
と
は
、
税
務
面
で
使
用
す

る
場
面
に
お
い
て
は
、「
各
納
税
者
に
番

号
を
つ
け
て
、
様
々
な
所
得
を
税
務
当
局

が
一
元
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
も

の
」
と
な
る
。
財
務
省
に
よ
れ
ば
、「
納

税
者
全
員
に
番
号
を
付
与
し
、
各
種
の
取

引
に
際
し
て
、
納
税
者
が
取
引
の
相
手
方

に
番
号
を
告
知
す
る
こ
と
、
取
引
の
相
手

方
が
税
務
当
局
に
提
出
す
る
資
料
情
報

（
法
定
調
書
）
及
び
納
税
者
が
税
務
当
局

に
提
出
す
る
納
税
申
告
書
に
番
号
を
『
記

載
』
す
る
こ
と
、を
義
務
付
け
る
仕
組
み
」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、

税
務
当
局
が
、
納
税
申
告
書
の
情
報
と
、

取
引
の
相
手
方
か
ら
提
出
さ
れ
る
資
料
情

報
を
、
そ
の
番
号
を
キ
ー
と
し
て
集
中
的

に
名
寄
せ
・
突
合
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

納
税
者
の
所
得
情
報
を
よ
り
的
確
に
把
握

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

「
番
号
制
度
」
と
は

　

2
0
1
1
年
１
月
31
日
、
政
府
・
与
党

社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
は
、「
社
会
保

障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
つ
い
て
の

基
本
方
針
―
主
権
者
た
る
国
民
の
視
点
に

立
っ
た
番
号
制
度
の
構
築
―
」 （
以
下
、

基
本
方
針
）
を
公
表
し
た
。

「
番
号
制
度
」
は
、
自
民
党
政
権
下
に
お

い
て
は
、「
納
税
者
番
号
制
度
」
と
し
て

検
討
さ
れ
て
き
た
。
民
主
党
政
権
に
変
わ

っ
た
あ
と
の
2
0
0
9
年
の
12
月
に
公
表

さ
れ
た
2
0
1
0
年
度
税
制
改
正
大
綱
に

お
い
て
、「
社
会
保
障
・
税
共
通
の
番
号

い
る
。

　

ま
た
、
本
人
が
知
ら
ぬ
間
に
個
人
情
報

を
目
的
外
で
利
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
に
対
し

て
は
、
目
的
外
利
用
、
提
供
を
制
限
す
る

と
と
も
に
、
偽
造
、
な
り
す
ま
し
等
に
よ

る
の
ぞ
き
見
の
リ
ス
ク
や
情
報
漏
え
い
、

改
ざ
ん
の
リ
ス
ク
な
ど
の
不
正
行
為
の
リ

ス
ク
に
対
し
て
は
、
安
全
管
理
措
置
や
罰

則
の
強
化
を
行
う
な
ど
の
対
策
を
検
討
す

る
と
し
て
い
る
。

　

現
在
、
個
人
情
報
保
護
に
関
し
て
は
、

個
人
情
報
保
護
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

（
キ
ー
ワ
ー
ド
参
照
）
に
お
い
て
検
討
さ

れ
て
い
る
。

今
後
の
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

基
本
方
針
で
は
、今
後
の
「
番
号
制
度
」

の
検
討
に
当
た
っ
て
、
以
下
の
と
お
り
進

め
る
と
し
て
い
る
。

○
番
号
制
度
創
設
推
進
本
部
を
設
置
し
、

国
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
導
入
を
推

進
。
全
国
47
都
道
府
県
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
催
（
２
０
１
１
年
度
〜
２
０
１

２
年
度
）。

○
地
方
公
共
団
体
等
の
実
情
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
番
号
制
度
の
実
現
に
向
け
て
地

方
公
共
団
体
等
と
連
携
し
て
議
論・検
討
。

○
内
閣
官
房
で
番
号
法
（
仮
称
）
を
整
備

す
る
と
と
も
に
、
関
係
府
省
で
関
係
法

律
の
改
正
等
を
実
施
。

金
融
機
関
で
の
活
用

　

一
方
、
基
本
方
針
に
は
記
述
さ
れ
て
い

な
い
が
、「
番
号
制
度
」
の
導
入
に
あ
た

っ
て
は
、
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
こ
と
に
な

る
民
間
企
業
、
特
に
証
券
会
社
、
銀
行
な

ど
の
金
融
機
関
が
、
番
号
を
納
税
事
務
以

外
で
活
用
す
る
こ
と
も
あ
る
程
度
は
認
め

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
取
引
開
始

時
の
本
人
確
認
や
そ
の
後
の
住
所
変
更
の

確
認
、
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
り
求
め
ら

れ
る
顧
客
情
報
の
把
握
（
金
融
商
品
の
勧

誘
・
販
売
時
の
投
資
経
験
、財
産
状
況
等
の

確
認
）、融
資
審
査
時
等
の
所
得
、
資
産
確

認
な
ど
、
法
令
上
求
め
ら
れ
る
業
務
で
の

利
用
な
ど
は
認
め
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
基
本
方
針
に
は
記
述
さ

れ
て
い
な
い
が
、
将
来
の
納
税
シ
ス
テ
ム

の
あ
り
方
も
含
め
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
証
券
・
金
融
分
野
に
つ
い
て
将

来
、
金
融
所
得
一
体
課
税
が
実
現
す
れ
ば
、

金
融
所
得
内
で
の
損
益
通
算
が
行
わ
れ
る

た
め
、
証
券
会
社
、
銀
行
間
な
ど
複
数
の

金
融
機
関
の
口
座
間
で
の
幅
広
い
損
益
通

算
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
際
、
顧
客
が
申

告
し
な
く
て
も
損
益
通
算
が
行
わ
れ
、
納

税
・
還
付
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る

こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、

「
番
号
制
度
」
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
利
用

で
き
れ
ば
、
口
座
間
の
名
寄
せ
を
効
率
的

に
実
施
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

個
人
情
報
保
護
へ
の
課
題

「
番
号
制
度
」
の
導
入
に
当
た
っ
て
、
常

に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
個
人
情
報
の

漏
え
い
や
濫
用
が
あ
っ
た
場
合
に
国
民
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
基
本
方
針
で
は
、
国

家
に
よ
る
国
民
の
監
視
・
監
督
、
個
人
情

報
の
支
配
、
公
務
員
の
不
正
行
為
に
対
し

て
は
、
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
記
録
の

確
認
が
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
た
う
え
で
、
行
政
機
関
か
ら
独
立
し
た

第
三
者
機
関
に
よ
る
監
視
を
行
う
と
し
て

○
番
号
制
度
の
導
入
に
係
る
費
用
に
つ
い

て
よ
り
精
緻
な
試
算
を
行
う
と
と
も

に
番
号
制
度
導
入
の
便
益
を
わ
か
り

や
す
く
国
民
に
明
示
。

　

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
図
表
の
と
お

り
と
さ
れ
て
い
る
。た
だ
し
、「
番
号
制
度
」

の
導
入
時
期
は
制
度
設
計
や
法
案
の
成
立

時
期
に
よ
り
今
後
変
わ
り
得
る
た
め
、
あ

く
ま
で
も
目
途
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。 

図表　今後のスケジュール

2011年 ３月～４月 社会保障・税番号要綱（仮称）の公表

６月 社会保障・税番号大綱（仮称）の公表

秋以降
可能な限り早期に番号法（仮称）案、
関係法律の改正法案を提出

2014年 １月 第三者機関設置

６月
全国民に番号配布（ＩＣカードの国民
への配布を検討）

2015年 １月 税務分野等のうち可能な範囲で利用開始

以降 段階的に利用範囲を拡大

鳥毛拓馬
大和総研
資本市場調査部
制度調査課　AFP
金融・証券税制、金融
商品会計を中心に税
制、会計制度の調査に
従事。著書として、「法
人投資家のための証券
投資の会計・税務」（共
著、大和証券刊）など。

　

個
人
情
報
保
護
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
と
は
、
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番

号
制
度
お
よ
び
国
民
Ｉ
Ｄ
制
度
に
お
け

る
個
人
情
報
保
護
の
仕
組
み
に
関
す
る

事
項
を
検
討
す
る
た
め
、
内
閣
官
房
に

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
。
今
後
、
個
人

情
報
保
護
に
関
す
る
論
点
に
関
し
て
議

論
を
行
い
、
２
０
１
１
年
６
月
に
公
表

予
定
の
社
会
保
障
・
税
番
号
大
綱
（
仮

称
）
に
、
議
論
の
結
果
が
盛
り
込
ま
れ

る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

個
人
情
報
保
護

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
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